
【教育相談】
■相談日／毎週火・水・木曜日
午前８時30分～午後５時15分
■場所／悠美館２階
◆こども教育課 ☎(22)2399

【福祉相談】
◎東光館での相談
■総合相談／毎週水曜日
午前10時～午後２時
■常設相談／月～金曜日(祝日を除く)
午前８時30分～午後５時
■専門相談／３月17日(水)
午前10時～午後３時
■無料法律相談／３月17日(水)
前日午後３時までに電話予約の
上、当日午後１時までお越しくだ
さい。
内容によって、相談できる日が
異なりますので、下記へお問い合
わせください。
◆社会福祉協議会 ☎(22)1092

無 料 相 談 室

お知らせ

◆お仕事をお探しの方へ◆

・市役所内掲示板(商工観光課前)
・ＡＢＥＳＡ、共同福祉施設掲示板
・市公式ＨＰ(上記QRコードをご利用ください)
※事業所の面接の際には、無料職業紹介所の
紹介状が必要になります。

求人希望の際は、無料職業紹介
所へご連絡ください。申込書を記
載していただきます。事業所の面
接を希望される方がいらした場合
は、紹介所よりご連絡いたします。
求人申込書はＨＰからダウンロー
ドできます。

◆求人希望の事業所の方へ◆
全ての求人情報については下記の場所でご覧
いただけます。

無料職業紹介所(商工観光課内）
☎ (22)1125
Fax (22)3222

求人情報

仕事の相談・詳細情報の閲覧をご希望の方は、お気軽に商工観光課へお越しください。
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事業所名 雇用形態 職 種 人数 就業時間 保険 賃金(時給） 備 考

株式会社
うろこや総本店

パート 配送 ２ ７:00～11:00 雇・労 950～1,100 資格：普通自動車運転免許

パート 菓子製造補助
(尾花沢工場） ２

①９:00～16:00
または、

②８:30～17:00
の間の６時間程度

雇・労 840～ 資格：普通自動車運転免許

有限会社 猪股商事 パート しめ縄・
正月飾りの製造 ３

①８:00～12:00
②13:00～17:00
または、8:00～17:00
の間の４時間程度

雇・労 850～ 資格：普通自動車運転免許

グラントマト株式会社
グラントマト尾花沢店 パート 販売員 ３ ７:00～19:30

の間の４時間以上 雇・労 950～1,090 資格：不問

※直近１カ月以内に新しく求人があった事業所のみ掲載しておりますが、他にも継続している事業所がございます。

【パート】

LaLaネット事務局（社会教育課内）
☎ (22)1111【内線460】
lalanet@city.obanazawa.yamagata.jp

結婚相談会

■日時：３月31日(水) 午後８時まで
■場所：市民税務課
（庁舎東側の自動ドアよりお入りください）
問市民税務課 収納係【内線128、129】

夜間納税
相談窓口

■日時：３月17日(水) 午前10時～午後３時
■当日窓口：市民税務課
※前日正午までに新庄年金事務所
(☎0233-22-2050)へ電話予約が必要です。
問市民税務課 市民年金係【内線131～135】

年金相談日

■日時：３月31日(水) 午後７時30分まで
■場所：市民税務課
※当日午後４時30分までに市民税務課へ電話
予約が必要です。☎(22)1111【内線131～135】

マイナンバーカー
ド交付窓口延長日

問新庄年金事務所☎0233(22)2050 市民税務課 市民年金係☎(22)1111【内線131～135】

手続きは終わりましたか？手続きは終わりましたか？ 就職･転職･退職の際は､必ず届出を
届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、年金を受けられなくなる場合があります
のでご注意ください。

◎口座振替の早割制度をご利用されますと、毎月納付でも月々の保険料が50円安くなります。
◎納付書払いの前納は、申し出によりご希望月から翌年３月までの前納も可能です。

保険料を前払い(前納)すると保険料が安くなります。口座引き落とし(口座振替)はさらに保険
料が安くなります。

【令和３年の国民年金保険料は月額16,610円です】

•口座振替の場合 98,530円
(毎月納付より1,130円の割引)

•現金納付の場合 98,850円
(毎月納付より810円の割引)

•口座振替の場合 195,140円
(毎月納付より4,180円の割引)

•現金納付の場合 195,780円
(毎月納付より3,540円の割引)

６カ月前納した場合 １年前納した場合

２年前納した場合 口座振替の場合382,550円（毎月納付より16,090円の割引）
現金納付の場合383,810円（毎月納付より14,830円の割引）

現在の種別

第１号被保険者
【自営業・自由業、学生などの
20歳以上60歳未満の人】

第２号被保険者
【厚生年金(社会保険)等に加入
している会社員、共済年金に
加入している公務員など】

第３号被保険者
【厚生年金・共済年金等の加入
者に扶養されている20歳以上
60歳未満の妻(夫)】

こんなとき

会社などに就職したとき

会社などに就職した方の扶養に
なったとき

会社などを退職したとき

会社などを退職し、配偶者の扶
養になったとき

配偶者が会社などを退職したとき

扶養からはずれたとき

手続きに必要なもの

•社会保険証(本人及び扶養者分)
•年金手帳

•社会保険(厚生年金)資格等喪失
連絡票(事業所で発行)
•社会保険証（本人及び扶養者分）
•年金手帳
(離職された方の場合､特例免除が
受けられる場合があります)


